
令和５年度 市民税・県民税 

給与所得等に係る 

特 別 徴 収 の し お り 
 

令和５年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書について 

  令和５年４月１８日以降に受け付けた「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」

については、当初（令和５年５月中旬頃）に送付した特別徴収税額の決定通知書には届

出の内容が反映されていないため、特別徴収対象者として記載されています。後日「特

別徴収税額の変更通知書」を送付しますのでご確認ください。 
 

 

電話でのお問合せについて 

例年、特別徴収税額の決定通知書の送付に伴って、５月中旬から６月中旬にかけて

は、電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。お手数をおかけしますが、しばら

く時間をおいておかけ直しください。 

よくあるお問合せ（Ｑ＆Ａ）を 15～17 ページに記載しています。また、広島市ホ

ームページにも他のよくあるお問合せと合せて掲載していますので、お問合せいただ

く前にぜひご確認ください。 

 

広島市ホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/） 

＞ 事業者向け情報 ＞ 税金 ＞ 個人市民税（特別徴収） 

＞ 個人市民税（特別徴収）に関するよくあるお問合せ 

■ ページ番号で探す 
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特別徴収義務者の皆様へ 

 給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収事務につきましては、平素から格別のご理解

とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
 この度、令和５年度の給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収事務をお願いすること

になりましたので、このしおりをご活用の上、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
令 和 ５ 年 ５ 月  広 島 市 長 
（財政局税務部市民税課特別徴収係） 
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■特別徴収の対象者（従業員）について 

 

  

 

  「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。 

  （説明 12ページ、記入例 18・19ページ） 

 

  

  「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。 

  （説明 14ページ、記入例 20ページ） 

 

■特別徴収義務者（給与支払者）について 

 

  

  「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」を提出してください。 

 

 

  

  特別徴収の対象となっている納税義務者全員の「特別徴収に係る給与所得者異動

届出書」を提出してください。 

  （説明 13 ページ、記入例 18・19ページ） 

 

 

  

  「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」及び特別徴収の対象となっている

納税義務者全員の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。 

  （説明 13 ページ、記入例 18・19ページ） 

 

 

退職、転勤、休職になった 様式 21ページ 

様式 25ページ 

様式 21ページ 

様式 21・25ページ 

特 別 徴 収 に 関 す る 提 出 書 類 

新たに特別徴収を開始したい 様式 27ページ 

名称・所在地が変わった 

事業をやめることになった 

会社を合併、事業主が変わった 
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今回送付した通知書等は、次のとおりです。 

 なお、特別徴収税額の決定（変更）通知書の再発行はできませんので、紛失・

破損等しないよう注意してください。 

 

 ➊ 令和５年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定（変更）

通知書（特別徴収義務者用） 

   特別徴収義務者（給与支払者）が各納税義務者（給与受給者）の給与から徴収してい

ただく各月ごとの納付額とその合計額を記載した通知書ですので、大切に保管してく

ださい。 

   なお、ｅＬＴＡＸを利用して、「特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義務

者用）」の受取方法に正本の電子データを選択された場合は、同封していません。 

 

 ➋ 令和５年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定（変更）

通知書（納税義務者用） 

   各納税義務者に市民税・県民税の特別徴収税額を通知するものです。未開封のまま

速やかに各納税義務者にお渡しください。なお、非課税者については発行しておりま

せんのでご了承ください。課税内容に関する質問等がある場合には、ご本人にお答えし

ますので、納税義務者本人からお問い合わせいただくようご案内ください。 

 

 ➌ 令和５年度市民税・県民税特別徴収納入書 

   毎月の特別徴収税額を納入する際にご使用ください。年の中途で税額が変更となっ

た場合、変更後の納入金額を印字した納入書は送付しておりません。 

   変更月以降の納入書については、「納入金額(1)」欄に印字済みの税額を２本線で抹

消（訂正印は不要）し、「納入金額(2)」欄の「給与分」及び「合計額」欄に変更後の金

額を記入の上、納入していただくことになります（特別徴収納入書裏面参照）。 

 

 ➍ 非課税者の一覧表 

   令和５年５月にお送りする当初の税額決定通知書に非課税者がいる場合のみ同封

しています。大切に保管してください。 

 

  

特 別 徴 収 税 額 の 通 知 書 に つ い て 
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➊ 市民税・県民税の特別徴収（給与からの差し引き）の徹底について 

広島市では、広島県及び県内すべての市町とともに、納税者間の公平性、納税者の利便

性等を確保し、納税忘れなどを防ぐため、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者（会社・

事業所等の勤務先）を対象に、市民税・県民税の給与からの特別徴収を徹底しています。 

特別徴収は、パート、アルバイト、短期雇用者、非常勤職員、役員などを含むすべての

給与受給者（従事者等給与支払者から給与を受ける者）が対象となります。 

 
➋ 市民税・県民税の普通徴収（個人払い）が認められる場合があります 

上記１のとおり、原則、すべての給与受給者が特別徴収となりますが、例外として、下

記のＡからＤの理由（普通徴収切替理由）に該当する場合は普通徴収が認められます。 

普 通 徴 収 切 替 理 由 記号 略 号 
退職者・５月末日までに退職予定の人（休職者を含む。） Ａ 退職等 
給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない人 Ｂ 少 額 
給与が毎月は支給されない人 Ｃ 不定期 
他の事業所から特別徴収されている人（乙欄該当者） Ｄ 乙 欄 

  このため、給与支払報告書の提出時に市民税・県民税を特別徴収することができな

い給与受給者がいる場合は、「普通徴収切替理由書（兼仕切紙）」を添付するととも

に、特別徴収することができない給与受給者に係る給与支払報告書（個人別明細書）

の摘要欄に、上記の普通徴収切替理由の記号と略号（例：Ａ退職等）をご記入いただ

くこととなっています。 
 
➌ 普通徴収が認められる人が特別徴収となっている場合は異動届出書の提出

が必要です 

  今回送付した「令和５年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定（変更）

通知書」(以下「特別徴収税額の決定通知書」といいます。)において、上記２の「普通徴

収が認められる場合」に該当する人が、特別徴収の対象として含まれている事例について

説明します。理由としては、令和５年度給与支払報告書を提出された際に、①「普通徴収

切替理由書(兼仕切紙)」が添付されていなかった、②「給与支払報告書(個人別明細書)」
の摘要欄に普通徴収切替理由の記号・略号が記入されていなかったことが考えられます。 

  なお、該当する人を普通徴収に切り替える手続は、「特別徴収に係る給与所得者異動届

出書」(様式は 21ページに添付しています。また、記入例を 19ページに掲載しています。)
を提出してください。 
また、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出時期によっては、普通徴収の通

知が遅くなる場合がありますので、該当する給与受給者にあらかじめお伝えください。た

だし、給与支払者の都合や給与受給者の希望により普通徴収に切り替えることは認めら

れませんので、ご了承ください。 
  

市 民 税 ・ 県 民 税 の 給 与 か ら の 特 別 徴 収 を 徹 底 し て い ま す ！ 
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➊ 市民税・県民税（住民税）の給与からの特別徴収とは 
  市民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれており、納税義務者の 1 月 1 日現在の住

所地の市町村に納入（納税）することとなっています。 

  給与からの特別徴収とは、所得税における源泉徴収と同様に、給与支払者が、給与受給

者に係る市民税・県民税を毎月の給与から徴収し、納税義務者である給与受給者に代わっ

て、徴収した税額を市町村に納入する制度です。これに対して、個人で納付書又は口座振

替等により納める制度を普通徴収といいます。 

所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、納税義務者の市民税・県民税を特別徴収す

ることが法令（地方税法第 321条の４、広島市市税条例第 45条）により義務付けられて

います。 
 

➋ 特別徴収税額の徴収について 

  特別徴収税額の決定通知書の納付額欄に、それぞれの納税義務者に係る各月の納付額

（月割額）が記載されていますので、各月の給与の支払の際に、当該月の納付額を特別徴

収（（例）６月分の月割額は、６月に支払われる給与から徴収）してください。 

  各月の特別徴収税額は、該当する年度分の特別徴収税額を６月から翌年５月までの月

数で 12分割（６月以降に通知する場合は、当該通知に係る特別徴収の開始月から翌年５

月までの月数で分割）して算出します。 

  なお、月割額に 100円未満の端数があるときは、その端数金額は最初に徴収する月に加

算します。また、特別徴収税額（年税額）が均等割相当額（広島市の場合、5,500円）以

下の人については、最初に徴収する月にその全額を徴収することになります。 
 
➌ 特別徴収税額の変更があった場合は、変更通知書を送付します 

  「特別徴収税額の決定通知書」を送付した後に、特別徴収税額に変更が生じた場合※

には、「令和５年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」（以下

「特別徴収税額の変更通知書」といいます。）を送付します。変更月以降については、

「特別徴収税額の変更通知書」に記載された変更後の納付額（月割額）を徴収してくだ

さい。 
 ※ 納税義務者が退職した場合や、新たに入社した人を特別徴収へ切り替える手続をさ

れた場合、申告等により納税義務者の税額に変更が生じた場合等があります。 
 
 
 
 
 
 
  

給 与 か ら の 特 別 徴 収 の 手 続 
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 事 務 の 説 明 

① 「給与支払報告書」の提出 
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、1月 1日現在、広島市に

居住する給与受給者の「給与支払報告書」を広島市に提出してください。 

② 税額の計算 
提出された給与支払報告書に基づいて、給与受給者の市民税・県民税

の税額を計算します。 

③ 
「特別徴収税額の決定通知

書」の送付（特別徴収義務者

の指定） 

広島市から給与支払者（特別徴収義務者に指定）あてに「特別徴収税

額の決定通知書（特別徴収義務者用・納税義務者用）」を送付し、市民

税・県民税の年税額と月割額（毎月、給与から差し引く税額）をお知ら

せします。 

④ 
「特別徴収税額の決定通知

書」（納税義務者用）の配付 

上記③で送付した「特別徴収税額の決定通知書」（納税義務者用）は

未開封のまま該当の納税義務者にお渡しください。 

⑤ 

市民税・県民税を給与から差

し引き（６月分から翌年５月

分までの各月） 

お知らせした月割額（６月分から翌年５月分まで）を、各納税義務者

の当該月割月に支払われる給与から差し引いてください。なお、特別徴

収税額（年税額）が 5,500円以下の場合は、６月分のみの徴収となります。 

⑥ 
市民税・県民税を納入（翌月

10 日まで） 

各納税義務者の月割額をまとめて、広島市から送付した「納入書」に

より、金融機関等で納入してください。納期限は、徴収した月の翌月 10

日（土曜日、日曜日、祝日又は休日に当たる場合には、その翌日）です。 

⑦ 
退職者・休職者等の届出（随

時） 

退職・転勤等により給与の支払を受けなくなり特別徴収できなくなっ

た納税義務者がいる場合には、特別徴収義務者は、その事由が発生した

日の属する月の翌月 10 日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出

書」を広島市へ提出してください。 

⑧ 
「特別徴収税額の変更通知

書」の送付（随時） 

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出などにより特別徴収

する税額に変更が生じた場合には、月末に「特別徴収税額の変更通知書」

を送付しますので、その後は、特別徴収する税額を変更してください。 

⑦退職者等の届出（随時） 

⑧「特別徴収税額の変更通知書」の送付（随時） 

特
別
徴
収
義
務
者
（
給
与
支
払
者
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

広
島
市 

①「給与支払報告書」の提

出（１月３１日まで） 

③「特別徴収税額の決定通知

書」の送付（特別徴収義務者の

指定）（５月３１日まで） 

⑥市民税・県民税を納入 

（翌月１０日まで） 

②
税
額
の
計
算 

④「特別徴収税額の決定通知

書」（納税義務者用）の配付（５月

３１日まで） 

⑤市民税・県民税を給与か

ら差し引き（６月分から翌年

５月分までの各月） 

給与からの特別徴収のしくみ 

納
税
義
務
者
（
給
与
受
給
者
） 
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➊ 納入には同封の納入書を使用してください 

  徴収した納付額については、同封されている「納入書」を使用し、下記に記載している

金融機関等で納入してください。 
  なお、地方税共同機構が運営するｅＬＴＡＸから、地方税共通納税システムを利用して全国

の市町村に対し、一括して特別徴収税額を納入することも可能です（11ページ参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 納入場所の名称は、令和５年４月１日現在のものです。その後、名称等の変更がある場

合は読み替えてください。 

 

➋ 納期限までに納入をお忘れなく！ 

徴収すべき月の翌月 10 日（その日が土曜日、日曜日、祝日又は休日に当たる場合には、

その翌日）までに納入してください。 

  なお、納期の特例の承認を受けた場合は次ページ【➌ 納期の特例について】のとおり

です。また、納期限後に納入された場合は延滞金が加算されることがありますので、納期

限までに必ず納入してください。 

給 与 か ら の 特 別 徴 収 税 額 の 納 入 

納入場所 

⑴ 全店舗 

（銀 行）広島、伊予、愛媛、西京、山陰合同、四国、中国、鳥取、 

西日本シティ、百十四、みずほ、三井住友、三菱ＵＦＪ、 

もみじ、山口、りそな 

（信 託 銀 行）みずほ 

（信 用 金 庫）呉、広島 

（信 用 組 合）広島県、広島市、広島商銀 

（農業協同組合）ひろしま、広島市 

（そ の 他）中国労働金庫、広島県信用漁業協同組合連合会 

⑵ 中国５県内の店舗 

（銀 行）ゆうちょ（郵便局含む。） 

⑶ 広島県内の店舗 

（銀 行）福岡 

（信 用 組 合）朝銀西 

⑷ 中国５県外の店舗 

（銀 行）指定されたゆうちょ（郵便局含む。） 

★31ページの「指定通知書」に納入先の店舗名を記入のうえ、最初に納入される

際、当該店舗に提出してください。 

⑸ 広島市役所 

市民税課、市税事務所・税務室、区役所出張所、収納対策部 
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➌ 納期の特例について 

納期の特例とは、特別徴収義務者の事務負担の軽減を図るため、毎月徴収した月割額

を、次のとおり年２回にまとめて納入できる制度です。 
 

徴収月 納期限 

令和５年６月分から 
令和５年 11月分まで 

令和５年 12月 11日 
（11月分の納入書を使用してください。） 

令和５年 12月分から 
令和６年５月分まで 

令和６年６月 10日 
（５月分の納入書を使用してください。） 

 
納期の特例の適用を受けることができるのは、給与の支払を受ける人が常時 10人未満※で

あること、市税の滞納がないこと等が要件となり、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認

申請書」（様式は 29ページに添付しています。）を提出し、承認を得る必要があります。 

納期の特例の承認を得た特別徴収義務者については、取消しの通知がない限り、その後

も毎年引き続いて納期の特例が適用されます。 

※ 「常時 10人未満」とは、多忙な時期等において臨時に雇い入れた人があるような場

合には、それらの人を除いた人数が 10人に満たないということです。 

 

➍ 延滞金について 

延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、一の月の納入額（全額

が 2,000 円未満の場合にはその全額を、全額が 2,000 円以上の場合には 1,000 円未満の

端数金額を切り捨てます。）に年「14.6％」と「延滞金特例基準割合※1＋7.3％」のいずれ

か低い割合（令和５年中は 8.7％※2）を乗じて算出します。 

  ただし、納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間については、一の月の納入額

に、年「7.3％」と「延滞金特例基準割合※1＋1％」のいずれか低い割合（令和５年中は 2.4％）

を乗じて算出します。 

  算出した延滞金が 1,000 円未満の場合にはその全額を、延滞金が 1,000 円以上の場合

には 100円未満の端数金額を切り捨てます。 

 ※１ 延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の９月から前年の８月までの各月におけ

る銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を 12 で除して得た割合として各年の前

年の 11月 30日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加算した割合をい

います。 

 ※２ 令和６年以降の割合については、広島市ホームページ（毎年 12月下旬頃に翌年の

割合を掲載予定）をご確認ください。 
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➊ 退職手当等に係る市民税・県民税 

  退職手当等に係る市民税・県民税は、所得税と同様に他の所得と区分し、退職手当等

が支払われる際にその支払者が税額を計算し、支払金額から計算した税額を差し引いて

支払を受けるべき日の属する年の１月１日現在における退職手当等の支払を受ける者の

住所地の市町村へ納入することとされています。 
 
➋ 納入方法 

  退職手当等に係る市民税・県民税は、徴収した月の翌月 10 日（土曜日、日曜日、祝日

又は休日に当たる場合には、その翌日）までに納入してください。 

納入の際は、「納入書」と同一用紙になっている「市民税・県民税納入申告書」（納入済

通知書の裏面）に必要事項を忘れずに記入してください（10 ページ参照）。 

 
➌ 退職手当等に係る市民税・県民税が課税されない人及び徴収する必要のない人に

ついて 

退職手当等に係る市民税・

県民税が課税されない人 

① 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の１月１

日現在において、生活保護法による生活扶助を受けてい

る人 

② 退職手当等の収入金額が、退職所得控除額（9ページ

参照）より少ない人 

退職手当等に係る市民税・

県民税を徴収する必要の

ない人 

① 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の１月１

日現在において国内に住所を有しない人 

② 受給者本人の死亡により支払われる退職手当等で、相

続税の課税対象となる場合 

 
➍ 提出書類について 

区 分 
退職手当等の受給者が 

法人の役員である場合※ 

退職手当等の受給者が 

法人の役員以外である場合 

特別徴収票 

所得税の退職所得の源泉徴収

票と同一の用紙となってお

り、税務署で配布しています。 

要提出 

課税の有無にかかわらず、

退職後１か月以内に広島市

へ１部提出してください。 

提出不要 

納入申告書 

退職手当等に係る市民税・県民税が課税される場合は、 

納入時に記載してください（10ページ参照）。 

退職手当等に係る市民税・県民税が課税されない場合は提

出不要です。 

※ 法人の役員とは、取締役、監査役、理事、監事、清算人、その他の役員（相談役又は 

顧問等も含みます。）のことをいいます。 

 

退 職 手 当 等 か ら の 特 別 徴 収 の 手 続 
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➎ 税額の計算方法 

  退職手当等に係る市民税・県民税の計算方法は、次のとおりです。 

 

 

  × ＝ 

  ×
１

２
 

 × ＝ 

  

 

※１ 役員等（①法人税法第２条第 15号に規定する役員、②国会議員及び地方議会議員、

③国家公務員及び地方公務員をいいます。）としての勤続年数が５年以下の人に対し

て、その役員等の勤続年数に対応して退職手当等を支払う場合は、上記計算式の×１

／２の措置はありません。 

   勤続年数５年以下の役員等以外の人に退職手当等を支払う場合、退職所得控除額

を控除した残額の 300 万円を超える部分については上記計算式の×１／２の措置は

ありません。 

 

※２ 指定都市の区域内に住所を有する納税義務者に係る総合課税分の所得割の税率は、

市民税８％、県民税２％ですが、退職所得の分離課税に係る所得割の税率は、特別徴

収義務者の事務負担を踏まえ、市民税６％、県民税４％としています。 

※３ 端数処理をするため、市民税・県民税は必ず分けて計算してください。 

 

 

≪退職所得控除額の計算方法≫ 

勤続年数※1 退職所得控除額※２ 

勤続年数が 20年以下の場合 40 万円×勤続年数（80万円に満たない場合は、80万円） 

勤続年数が 20年を超える場合 800万円＋70万円×（勤続年数－20 年） 

 

※１ １年未満の端数は１年に切り上げます。 

※２ 受給者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、

表の金額に 100万円を加算した金額が控除額となります。 

 
 
 
 
 
  

退職手当等

の支払額 

課税退職 

所得金額 

(1,000 円未満

の端数金額を

切捨て） 

 

退職所得 

控除額 

市民税所得割 

税率６％ 

県民税所得割 

税率４％ 

市民税額 

(100 円未満の端数金額を切捨て) 

県民税額 

(100 円未満の端数金額を切捨て) 

※2 

※1 

退職所得控除額控除後の金額 

※2 

※3 

※3 
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➏ 「納入書」、「市民税・県民税納入申告書」の書き方 

広島市からお送りしている「納入書」のうち、「納入済通知書」の裏面は「市民税・

県民税納入申告書」となっています。退職手当等に係る市民税・県民税を納入する際

は、表面の「納入書」の「退職所得分」の欄に徴収した金額を記入（領収証書・納入

書・納入済通知書すべてに記入してください。）したうえで、裏面の「市民税・県民

税納入申告書」に必要事項を記入してください。 
なお、「市民税・県民税納入申告書」が別途必要な場合は、広島市役所税務部市民

税課特別徴収係までご連絡ください。 
 

  ≪「納入書」の記入例≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪「市民税・県民税納入申告書」の記入例≫ 

  

人

（特別徴収義務者）

730-8586

千 百 十 円

人員

十 億 千 十 万

1

0

0 0

0

4

〒

8 1 6

5 4

納　入　申　告　書

1

 株式会社　○ ○　　  　

百

 法 人 番 号s

住　所
又は

所在地
氏　名
又は

名　称

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

令和５年８月分

（受付印）

退 職 手 当 等 支 払 金 額あ

広島市長

離課税に係る所得割の納入について申告します。 ,

4 2 2 3

市 民 税
県 民 税

特　別　徴
収　税　額

市 　 民　  税

県  　民　  税

地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定により上記のとおり分 ,

令 和 ５ 年 ９ 月 １ １ 日 提 出

6 3 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

①法人の場合は、番号法に基
づく法人番号（13 ケタ）を
記入してください。 

②個人事業者の場合は、空欄
としてください。 

退職手当等から市民税・県民
税を特別徴収した人員を記入
してください。 

印字済みの税額を必ず２本線で抹消（訂正印は
不要）し、「給与分」の欄に記入してください。 

給与分に退職所得分を加えて「合計額」の欄に
記入してください。 

退職手当等から特別徴収した市民税・県民税
の合計金額を記入してください。 

退職手当等から特別徴収した市
民税・県民税のそれぞれの金額
を記入してください。 

人員欄に記入した人に対して
支払った退職手当等の合計金
額を記入してください。 
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 ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）とは「給与支払報告書」・「給与所得者異動届出書」

などの地方税の手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムです。 
 このほか、事務所や自宅のパソコンなどから申告や市民税・県民税（特別徴収税額）など

を納税することができ、とても便利です。 
詳しくは、ｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。 

 
➊ ｅＬＴＡＸで提出できる個人市民税・県民税（特別徴収）の届出書等 

 ・給与支払報告書（総括表・個人別明細書） 

 ・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 

 ・普通徴収から特別徴収への切替申請書 

 ・特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書 

 ・退職所得分の市民税・県民税納入申告書 

 

➋ ｅＬＴＡＸによる給与支払報告書の提出基準 

  提出する給与支払報告書について、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ

提出すべき枚数が１００枚以上であるときは、ｅＬＴＡＸ（又は光ディスク等）による提

出が義務付けられています。例えば、令和４年１月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉

徴収票の枚数が１１０枚の場合、令和６年１月の給与支払報告書は、ｅＬＴＡＸ（又は光

ディスク等）により提出する必要があります。 

 

➌ 特別徴収税額の通知の受取方法 

  ｅＬＴＡＸを利用して給与支払報告書を提出した方のうち、「特別徴収税額の決定（変

更）通知書（特別徴収義務者用）」の受取方法について、正本の電子データを選択された

場合には、ｅＬＴＡＸで正本の電子データをお送りしています。 

  また、受取方法を書面＋電子データとされた場合には、特別徴収税額の決定通知書は書

面と電子データで、変更通知書は書面によりお送りします。令和６年度分以後、受取方法

を書面＋電子データと選択することはできませんので、ご注意ください。 

 なお、「特別徴収税額の決定（変更）通知書（納税義務者用）」は書面によりお送りします。 

 

➍ 電子納税 

  事前にｅＬＴＡＸで電子納税の利用届出が必要となります。 

  利用届出の手続終了後、納付情報の発行依頼を行っていただき、発行された納付情報を

利用してインターネットバンキング、ダイレクト納付（※）、ＡＴＭ、クレジットカード

で納入してください。 

  電子納税では、１回の操作で複数の地方公共団体へ納付ができます。 

※ ダイレクト納付とは、事前に登録した口座より直接引き落とすことによって納付する

方法です。インターネットバンキングの契約が不要で、代理人が納付することもできます。  

ｅＬＴＡＸ の 利 用 に つ い て 
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➊ 特別徴収の対象となっている納税義務者が退職、転勤等で異動した場合 

  納税義務者（非課税者の一覧表にある者を含みます。）が退職、転勤、休職、死亡等に

より、給与の支払を受けなくなった場合は、給与の支払を受けなくなった事由が発生した

日の属する月の翌月 10 日までに、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出

書」（以下「異動届出書」といいます。）を提出してください。 

「異動届出書」を提出されない場合には、当該納税義務者に係る特別徴収義務が継続し

たままとなり、未納金額として督促状等が送付されることがありますので、異動が発生し

た場合は必ず提出してください。 

 

≪異動後の未徴収税額の徴収方法について≫ 

 退職・休職など 

転勤・転職など 令和５年６月１日～ 

12月 31日まで 

令和６年１月１日～ 

４月 30日まで 

未徴収税額の 

徴収方法 

普通徴収（個人払い） 

→（1）へ 必ず一括徴収 ※ 

→（2）へ 

特別徴収継続 

→（3）へ 一括徴収 

→（2）へ 

※ 退職後、５月 31日までに支払予定の給与および退職手当等の合計額が未徴収税額以下

である場合に限り、普通徴収への切替えができます。 

死亡退職等の場合は、一括徴収できません。 

 

(1) 普通徴収（個人払い）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒「異動届出書」の記入例…18 ページ上段【(ア) 未徴収税額を普通徴収(個人払い)

に切り替える場合】参照 

 

（2） 一括徴収の場合 

給与の支払を受けなくなった後の月割額の全額をその給与・退職手当等から一括徴収し、

徴収した月の翌月 10日までに納入してください。 

⇒「異動届出書」の記入例…18ページ下段【（イ） 未徴収税額を一括で徴収する場合】 

参照 

給与の支払を受けなくなった後の月割額の合計金額（未徴収税額）は、普通徴収（納税

義務者本人が納める方法）になります。なお、普通徴収の納期は年４回（６月・８月・

10月・12月）のため、納付回数は退職・休職等の異動届出書の提出時期により、４回、

３回、２回又は１回のいずれかになります。 

令和５年９月 12日以降に「異動届出書」を受け付けした場合は、普通徴収の 10月の納

期に間に合わないため、納税義務者へ送付される納税通知書（普通徴収分）の納期が、

原則１回のみになりますので、この旨を必ず納税義務者に説明してください。 

 

 
 
 

異 動 に 関 す る 手 続 
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(3) 異動後の勤務先で特別徴収を継続する場合 

 

 

 

⇒「異動届出書」の記入例…19 ページ上段【(ウ) 転勤、転職等により特別徴収義

務者が変更となる場合】参照 

 

※ 異動前の勤務先（旧勤務先）の担当者は、新勤務先の担当者に月割額等を連絡し

たうえで、「異動届出書」の「新しい勤務先」欄の名称、所在地、特別徴収義務者

指定番号、法人番号、電話番号、担当者名、月割額及び徴収開始月を記入して提出

してください。 

 

➋ 令和６年度の給与支払報告書提出後、「特別徴収税額の決定通知書」の送達

前に退職、転勤等の異動が生じた場合 

  給与支払報告書（令和５年中の支払分）を該当市町村に提出した後、納税義務者に退

職、転職等の異動が生じ、令和６年度分について特別徴収ができなくなる場合は、令和６

年４月 15日までに、「給与支払報告に係る異動届出書」を提出してください。 

     

※ 納税義務者が転居したことなどにより、令和５年１月１日現在の住所地の市町村と

令和６年１月１日現在の住所地の市町村が異なる場合には、両方の市町村への「異動

届出書」の提出が必要となる場合があります。 

 

（例）令和５年 10月に○○市から広島市へ転入し、令和６年３月 31日に退職 

令和５年度の 

特別徴収 

令和６年度の 

給与支払報告書 

「異動届出書」の提出方法 

提出先 提出書類 提出期限 

○○市で 

特別徴収 

広島市へ 

提出済 

○○市 特別徴収に係る異動届出書 令和６年４月 10日 

広島市 給与支払報告に係る異動届出書 令和６年４月 15日 

➌ 休業や解散等により特別徴収が継続できなくなる場合や所在地・送付先が

変わった場合 

  休業・解散・合併等により、特別徴収が継続できなくなる場合や特別徴収義務者自体が

変更される場合は、特別徴収の対象となっている納税義務者全員（非課税者の一覧表に

ある者も含みます。）について「異動届出書」を提出してください。また、所在地・特別

徴収税額の決定・変更通知書の送付先等が変わった場合は、速やかに「特別徴収義務者の

名称・所在地等変更届出書」（様式は 25 ページに添付しています。）を提出してください。 

 

 

 

 

異動前の勤務先（旧勤務先）で徴収することができなくなった月割額を、引き続き

異動後の勤務先（新勤務先）で特別徴収することができます。 

－ 13 －
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➍ 提出した「異動届出書」の内容が誤っていた場合 

  正しい内容の「異動届出書」を作成し、届出書の右上の欄外に「訂正分」と朱書きのう

え、速やかに提出してください。 

 

➎ 新規採用等に伴い普通徴収から特別徴収へ切り替える場合 

  市民税・県民税の納税方法が普通徴収になっている納税義務者を特別徴収へ切り替え

る場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」（様式は 27ページに添付しています。

また、記入例を 20ページに掲載しています。）を提出してください。 

    

 ※ 提出時の注意点 

  １ 普通徴収の納期限が過ぎていないものは、特別徴収への切替が可能です。普通徴収

の納期限が過ぎたものは、本人が納めるように必ずお伝えください。 

  ２ 普通徴収の納付方法が口座振替となっている方は、納期限の直前に提出されると

切り替えることができません。 

 ３ 65 歳以上の方の公的年金等に係る雑所得に係る市民税・県民税の税額は切り替え

ることができません。 

 ４ 月割額について、特別徴収税額の決定・変更通知書の送付にて連絡しております。

なお、事前に電話連絡等での月割額のお知らせはできかねます。 

 ５ 切替申請書の到着が、１日～２０日頃までの場合はその月の末に、２１日頃～月

末までの場合は翌月の末に特別徴収税額の変更通知書を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ（お願い） 

外国人の従業員が退職後に出国（帰国等）する場合には、「日本国内に住んでいる人

を納税管理人※として定めてから出国（帰国等）すること」及び「年の中途で出国（帰

国等）する場合でも、市民税・県民税の納税義務がなくならないこと」をご説明いただ

きますよう、お願いします。 

 また、従業員が６月１日から 12月 31日までの間に退職等をした場合には、従業員から

申出がある場合に一括徴収により納入していただいているところですが、外国人の従業員

が退職後に出国(帰国等)する場合には、一括徴収による納入方法をご説明していただき、

納税しないまま出国（帰国等）することのないよう、ご協力をお願いします。 
※ 納税管理人とは海外への出国等の理由により、納税義務者に代わり納税通知書

等の受領、税額の納付等納税に係る事務を管理する人のことです。このため、納税

通知書等の書類は、納税管理人宛てに送付されます。納税管理人の届出等は、お

住まいの区を担当する市税事務所・税務室で受付しています。 

－ 14 －
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➊ 「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定（変更）通知書」（以

下、Ｑ＆Ａにおいて「税額通知書」といいます。）に関すること 

 

Ｑ１ すでに退職している従業員が、税額通知書に載っている場合はどうすればい

いですか。 

  Ａ１  退職された方について「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」

（以下、「異動届出書」といいます。）を広島市へ提出してください。 

      提出された異動届出書により、毎月下旬に異動届出書の内容を反映した税額

通知書をお送りいたします。 

      →記入例 18～20ページ、様式 21・23ページ 

 

Ｑ２ 退職した従業員について異動届出書を提出したが、税額通知書に載っている

のはどうしてですか。 

  Ａ２  異動届出書を広島市に提出されている場合、受け付けた時期により税額通知

書に反映されないことがあります。 

      令和５年４月 18 日以降に受け付けた異動届出書については当初（令和５年５月

中旬頃）に送付した税額通知書には届出の内容が反映されていません。後日異動届

出書の内容を反映した税額通知書を送付しますのでご確認ください。 

       

Ｑ３ 税額通知書が事業所に届きません。どうしてですか。 

  Ａ３  給与支払報告書の提出期限（１月 31日）を過ぎて提出された場合は、当初の

税額通知書の送付（５月中旬頃）に間に合わない場合があります。 

      また、広島市に給与支払報告書を提出されていない場合は、速やかに提出して

ください。 

 

Ｑ４ 給与支払報告書を提出しているが、税額通知書に記載されていない従業員が

いるのはどうしてですか。 

  Ａ４  市民税・県民税は１月１日にお住まいの市町村で課税することとされており、

従業員の方が１月１日時点で広島市以外の市町村にお住まいであることが判明

した場合は、広島市に提出された給与支払報告書を、該当の市町村へ回送してい

ます。従業員の方の１月１日時点でのお住まいをご確認ください。 

 

Ｑ５ 税額通知書の送付先を変更してほしい場合はどうすればいいですか。 

  Ａ５  「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」を広島市に提出してください。 

→様式 25ページ 

  

よ く あ る お 問 合 せ（Ｑ＆Ａ） 

－ 15 －
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➋ 特別徴収義務に関すること 

 

Ｑ６ なぜ特別徴収を行わなければいけないのですか。従業員が普通徴収を希望し

ているので、普通徴収に切り替えてもいいですか。 

  Ａ６  所得税の源泉徴収義務のある事業主（給与支払者）は従業員（納税義務者）の

市民税・県民税を特別徴収することが法令（地方税法第 321条の４、広島市市税

条例第 45条）により義務付けられています。 

前年中に給与の支払いを受けていた従業員で、４月１日現在、給与の支払を受

けている従業員の市民税・県民税は、原則、特別徴収していただくことになりま

す。 

事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。 

 

Ｑ７ 特別徴収が行えない従業員も、特別徴収の対象として通知されたがどうすれ

ばいいですか。 

  Ａ７  ３ページの「市民税・県民税の普通徴収（個人払い）が認められる場合があり

ます」の普通徴収切替理由に該当する従業員については普通徴収に切り替える

ことができます。従業員の方の「異動届出書」を広島市に提出してください。 

 

➌ 特別徴収税額の納入に関すること 

 

Ｑ８ 税額通知書が届いたが、納入書が同封されていません。 

  Ａ８  給与支払報告書（総括表）を広島市へ提出された際に、納入書不要を選択され

ている場合には納入書を同封しておりません。 

必要な場合には納入書を発行いたしますので、広島市までご連絡ください。 

また、年の途中で税額が変更となった場合は、変更後の納入書は送付しており

ませんので、納入書の金額を書き換えて使用してください。 

 

Ｑ９ 特別徴収税額は、口座振替やスマホアプリで納入することはできないのです

か。 

  Ａ９  特別徴収税額は、従業員の異動等により毎月の納入額に変動があるため、口座

振替やクレジットカード、スマホアプリでの納入は実施しておりません。お手

数ですが、金融機関等での納入をお願いします。 

なお、各金融機関でインターネットバンキング等を利用した納入サービスを

提供している場合があります。各金融機関にお問い合わせください。 

また、ｅＬＴＡＸを利用した電子納税を利用すれば、ダイレクト納付やクレジ

ットカードでの納付が可能となるほか、１回の操作で複数の地方公共団体へ納

付することができます。是非ご検討ください（11ページ参照）。 

  － 16 －
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Ｑ10 税額を誤って納入してしまった。どうすればいいですか。 

  Ａ10 (1) 多く納入してしまった場合 

        還付又は納期が未到来の月割額に充当が可能です。ご希望の場合は、その

旨ご連絡ください。 

     (2) 少なく納入してしまった場合 

        当初に送付した白紙の納入書にて差額分を納入してください。 

        翌月以降の納入額を増額して納入し、少なく納入した月割額に増額分の

充当を希望される場合には、その旨ご連絡ください。 

        また、納入時期によっては督促状が届いたり、延滞金が発生する場合があ

りますのでご注意ください。 

 

Ｑ11 督促状が届いた。どうすればいいですか。 

  Ａ11  納期限までに特別徴収税額を納入していなかったり、納入額に不足がある場

合に、督促状を送付させていただいています。 

      また、金融機関等で特別徴収税額を納入された場合、納入の確認ができるまで

に 10日程度かかる場合があります。このため、納期限以降に金融機関等で特別

徴収税額を納入された場合、納入が確認できず、行き違いで督促状が届いてしま

う場合があります。 

      行き違いを避けるためにも、納期限内の納入にご協力をお願いします。 

 

納期限までに納入したにも関わらず、督促状が届いた場合には、以下の点につ

いてご確認をお願いします。 

      (1) 納入金額の誤りである場合 

        →最新の税額通知書の月割額で納入していないことが考えられます。 

特別徴収税額の変更通知書が届いていないかご確認ください。 

      (2)「異動届出書」を提出していなかった退職者等がいた場合 

        →早急に「異動届出書」の提出をお願いします。 

         記入例 18～20ページ、様式 21・23ページ 

不足税額用の納入書は送付しておりませんので、当初に送付した白紙の納入

書をご利用ください。 

翌月以降の納入額を増額して納入し、少なく納入した月割額に増額分の充当

を希望される場合には、その旨ご連絡ください。また、納入時期によって延滞金

が発生する場合がありますのでご注意ください。 

 

❹ その他 

Ｑ12 従業員が年の中途で引越しをした場合の納税はどうなるのですか。 

  Ａ12  従業員が令和５年１月１日現在で広島市に居住されていた場合、その後、年

の中途で他市町村に引越しをされても、令和５年度分の市民税・県民税は広島

市に納めていただくことになります。 

－ 17 －
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➊ 「異動届出書」について

（ア）未徴収税額を普通徴収（個人払い）に切り替える場合

【例】６月分から９月分まで特別徴収（給与天引き）し、10月分から普通徴収（個人払い）に切

り替える場合

（イ）未徴収税額を一括で徴収する場合

【例】６月分から８月分まで各月で徴収し、９月分以降を一括で徴収し、納入する場合

※１月以降に退職した場合は、必ず一括徴収してください。（死亡退職を除く）

１．異動が令和５年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

受給者番号

２．一括徴収の場合
★左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理

由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があった
    ため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出が
    ないため

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理

由

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）
    以下であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

〒
担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名
フリガナ

名称（氏名） 電

話 内線（　　 　　）

( 本 人 納 付 )

受給者番号 1
１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

退職

転勤

休職・長欠

死亡

支払少額・不定期

乙欄該当

合併・解散

住所誤報

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　円を

　　　  月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特

別

徴

収

義

務

者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者

指　定　番　号
新規 法 人 番 号

異動後の

住 所
〇〇市中区〇〇町〇丁目〇番〇号 33,000 11,400 21,600 30 日円 円 円

異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日

3 １．

２．

３．

特 別 徴 収 継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

税 額 の 徴 収 方法

0 1

異　動　の　事　由

10 月分から

月分まで5広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号
9 月

5 年

フリガナ ｺｸﾀｲｼﾞ ﾊﾅｺ
氏　名 国泰寺 花子 （ア）

6 月分から

月分まで9

1
１月１日

現在の住所

（イ） （ウ）

生年月日 平成２ 年 　１１ 月  ３ 日 特別徴収税額
（年税額）

徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）

26 7 8 9個人番号 1 2 3 4 5

123456789
必

ず

未

徴

収

税

額

を

一

括

徴

収

し

て

く

だ

さ

い

死

亡

退

職

等

の

場

合

を

除

き

ま

す

退

職

等

の

日

が

一

月

一

日

か

ら

四

月

三

十

日

ま

で

の

間

の

方

に

つ

い

て

は

本

人

か

ら

の

申

出

が

な

い

場

合

で

あ

て

も

宛 名 番 号 1
フリガナ 〇〇カブシキガイシャ

連

絡

先

担

当

者

所 属 給与係
（宛先）広 島 市 長  

〇〇株式会社 氏 名 〇〇 〇〇

令和 ５年 １０月 ２日提出 電 話
082-000-0000
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号 1 2 3

 ←個人番号の記載に当たっては

左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

給 与 支 払 報 告

特 別 徴 収

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

〒〇〇〇-〇〇〇〇

広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号

特別徴収義務者

指　定　番　号

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

1
右から

番号を

記入

受付印

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

１．特別徴収継続の場合

退

職

等

の

日

が

一

月

一

日

か

ら

四

月

三

十

日

ま

で

の

間

の

方

に

つ

い

て

は

本

人

か

ら

の

申

出

が

な

い

場

合

で

あ

て

も

受給者番号

２．一括徴収の場合
★左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理

由

１．異動が令和5年12月31日までで、一括徴収の申出があった
    ため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出が
    ないため

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理

由

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）
    以下であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

9 月 25 日 32,400 円

〒
担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名
フリガナ

電

話 内線（　　 　　）

( 本 人 納 付 )

受給者番号 1
１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

退職

転勤

休職・長欠

死亡

支払少額・不定期

乙欄該当

合併・解散

住所誤報

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　円を

　　　  月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特

別

徴

収

義

務

者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者

指　定　番　号
新規 法 人 番 号

異動後の

住 所
〇〇市中区〇〇町〇丁目〇番〇号 44,000 11,600 32,400 30 日円 円 円

6 月分から

月分まで8

5 年 1

異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日

2 １．

２．

３．

特 別 徴 収 継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

税 額 の 徴 収 方法

9 月

9 月分から

月分まで5

1個人番号 1 2 3 4 5

１月１日

現在の住所
広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号

ｺｸﾀｲｼﾞ ﾊﾅｺ

異　動　の　事　由

氏　名 国泰寺 花子 （ア）

6 7 8 9 0 1

（イ） （ウ）

生年月日 平成２ 年 　１１ 月  ３ 日 特別徴収税額
（年税額）

徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）

26 7 8 9 0

123456789
必

ず

未

徴

収

税

額

を

一

括

徴

収

し

て

く

だ

さ

い

死

亡

退

職

等

の

場

合

を

除

き

ま

す

宛 名 番 号 1
フリガナ 〇〇カブシキガイシャ

連

絡

先

担

当

者

所 属 給与係
（宛先）広 島 市 長  

〇〇株式会社 氏 名 〇〇 〇〇

令和 ５年 １０月 ２日提出 電 話
082-000-0000
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号 1 2 3

 ←個人番号の記載に当たっては

左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

フリガナ

給 与 支 払 報 告

特 別 徴 収

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

〒〇〇〇-〇〇〇〇

広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号

特別徴収義務者

指　定　番　号

2 3 4 5

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

1 9

受付印

「３」を記入してくだ

さい。

「２」を記入してくだ

さい。

納入する月を必ず記入

してください。

各 種 届 出 書 等 の 書 き 方 ・ 記 入 例

普通徴収とする理由を記入

してください。

所　在　地

（住所）

所　在　地

（住所）

名称（氏名）

名称（氏名）

所　在　地

（住所）

名称（氏名）

所　在　地

（住所）

－ 18 －



19

（ウ）転勤、転職等により特別徴収義務者が変更となる場合

【例】９月分まで特別徴収し、退職後、10月分から新しい勤務先で特別徴収する場合

（エ）普通徴収切替理由に該当するため、普通徴収に切り替える場合

【例】給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない場合

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

受給者番号

２．一括徴収の場合
★左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理

由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があった
    ため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出が
    ないため

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理

由

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）
    以下であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

8

〒〇〇〇-〇〇〇〇

広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号
担

当

者

連

絡

先

所

属
給与係

氏

名
〇〇フリガナ 〇〇ユウゲンガイシャ

〇〇有限会社 電

話

082-999-9999
内線（　　 　　）

( 本 人 納 付 )

受給者番号 1
１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

退職

転勤

休職・長欠

死亡

支払少額・不定期

乙欄該当

合併・解散

住所誤報

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額 4,500 円を

　　　  月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特

別

徴

収

義

務

者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者

指　定　番　号 999999999 新規 法 人 番 号 2 9 0 1 2 3 43 4 5 6 7

異動後の

住 所
〇〇市中区〇〇町〇丁目〇番〇号 55,000 19,000 36,000 30 日円 円 円

異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日

1 １．

２．

３．

特 別 徴 収 継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

税 額 の 徴 収 方法

0 1

異　動　の　事　由

10 月分から

月分まで5広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号
9 月

5 年

フリガナ ｺｸﾀｲｼﾞ ﾊﾅｺ
氏　名 国泰寺 花子 （ア）

6 月分から

月分まで9

2
１月１日

現在の住所

（イ） （ウ）

生年月日 平成２ 年 　１１ 月  ３ 日 特別徴収税額
（年税額）

徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）

26 7 8 9個人番号 1 2 3 4 5

123456789
必

ず

未

徴

収

税

額

を

一

括

徴

収

し

て

く

だ

さ

い

死

亡

退

職

等

の

場

合

を

除

き

ま

す

宛 名 番 号 1
フリガナ 〇〇カブシキガイシャ

連

絡

先

担

当

者

所 属 給与係

退

職

等

の

日

が

一

月

一

日

か

ら

四

月

三

十

日

ま

で

の

間

の

方

に

つ

い

て

は

本

人

か

ら

の

申

出

が

な

い

場

合

で

あ

て

も

（宛先）広 島 市 長  

〇〇株式会社 氏 名 〇〇 〇〇

令和 ５年 １０月 ２日提出 電 話
082-000-0000
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号 1 2 3

 ←個人番号の記載に当たっては

左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

給 与 支 払 報 告

特 別 徴 収

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

〒〇〇〇-〇〇〇〇

広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号

特別徴収義務者

指　定　番　号

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

受付印

10

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

受給者番号

２．一括徴収の場合
★左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理

由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があった
    ため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出が
    ないため

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理

由

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）
    以下であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

〒
担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名
フリガナ

電

話 内線（　　 　　）

( 本 人 納 付 )

受給者番号 1
１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

退職

転勤

休職・長欠

死亡

支払少額・不定期

乙欄該当

合併・解散

住所誤報

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　円を

　　　  月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特

別

徴

収

義

務

者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者

指　定　番　号
新規 法 人 番 号

異動後の

住 所
〇〇市中区〇〇町〇丁目〇番〇号 66,000 66,000 日円 円 円

異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日

3 １．

２．

３．

特 別 徴 収 継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

税 額 の 徴 収 方法

0 1

異　動　の　事　由

6 月分から

月分まで5広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号
月

年

フリガナ ｺｸﾀｲｼﾞ ﾊﾅｺ
氏　名 国泰寺 花子 （ア）

月分から

月分まで

5
１月１日

現在の住所

（イ） （ウ）

生年月日 平成２ 年 　１１ 月  ３ 日 特別徴収税額
（年税額）

徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）

26 7 8 9個人番号 1 2 3 4 5

123456789
必

ず

未

徴

収

税

額

を

一

括

徴

収

し

て

く

だ

さ

い

死

亡

退

職

等

の

場

合

を

除

き

ま

す

宛 名 番 号 1
フリガナ 〇〇カブシキガイシャ

連

絡

先

担

当

者

所 属 給与係

退

職

等

の

日

が

一

月

一

日

か

ら

四

月

三

十

日

ま

で

の

間

の

方

に

つ

い

て

は

本

人

か

ら

の

申

出

が

な

い

場

合

で

あ

て

も

（宛先）広 島 市 長  

〇〇株式会社 氏 名 〇〇 〇〇

令和 ５年 ５月 １９日提出 電 話
082-000-0000
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号 1 2 3

 ←個人番号の記載に当たっては

左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

給 与 支 払 報 告

特 別 徴 収

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

〒〇〇〇-〇〇〇〇

広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号

特別徴収義務者

指　定　番　号

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

受付印

「１」を記入してくだ

さい。

必ず特別徴収継続先の事業所（新しい勤務先）に月

割額及び特別徴収の開始月を連絡してください。

「３」を記入してくだ

さい。

該当する普通徴収切替理由に該当する番号を記入

してください。

名称（氏名）

所　在　地
（住所）

所　在　地
（住所）

名称（氏名）

所　在　地
（住所）

所　在　地
（住所）

名称（氏名）

名称（氏名）

－ 19 －
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（オ）給与支払報告書提出後に、１月１日現在の住所が広島市以外であったことが判明した場合

【例】令和５年度の給与支払報告書を広島市へ提出したが、その後令和５年１月１日の住所が

〇〇市であったことが判明した場合

➋ 「普通徴収から特別徴収への切替申請書」について

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

受給者番号

２．一括徴収の場合
★左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理

由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があった
    ため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出が
    ないため

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理

由

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）
    以下であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名
フリガナ

氏名又は名称 電

話 内線（　　 　　）

( 本 人 納 付 )

受給者番号 1
１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

退職

転勤

休職・長欠

死亡

支払少額・不定期

乙欄該当

合併・解散

住所誤報

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　円を

　　  　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特

別

徴

収

義

務

者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者

指　定　番　号
新規 法 人 番 号

異動後の

住 所
〇〇市中区〇〇町〇丁目〇番〇号 日円 円 円

異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日

１．

２．

３．

特 別 徴 収 継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

税 額 の 徴 収 方法

0 1

異　動　の　事　由

月分から

月分まで広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号
月

年

フリガナ ｺｸﾀｲｼﾞ ﾊﾅｺ
氏　名 国泰寺 花子 （ア）

月分から

月分まで

8
１月１日

現在の住所

（イ） （ウ）

生年月日 平成２ 年 　１１ 月  ３ 日 特別徴収税額
（年税額）

徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）

26 7 8 9個人番号 1 2 3 4 5

123456789
必

ず

未

徴

収

税

額

を

一

括

徴

収

し

て

く

だ

さ

い

死

亡

退

職

等

の

場

合

を

除

き

ま

す

宛 名 番 号 1
フリガナ 〇〇カブシキガイシャ

連

絡

先

担

当

者

所 属 給与係

退

職

等

の

日

が

一

月

一

日

か

ら

四

月

三

十

日

ま

で

の

間

の

方

に

つ

い

て

は

本

人

か

ら

の

申

出

が

な

い

場

合

で

あ

て

も

（宛先）広 島 市 長  

〇〇株式会社 氏 名 〇〇 〇〇

令和 ５年 ６月 １日提出 電 話
082-000-0000
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号 1 2 3

 ←個人番号の記載に当たっては

左端を空欄とし右詰めで記載

給

与

所

得

者

給 与 支 払 報 告

特 別 徴 収

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

〒〇〇〇-〇〇〇〇

広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号

特別徴収義務者

指　定　番　号

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

受付印

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 電話 新規の場合は○をつけてください→

左の者について、普通徴収の納期限が過ぎていない

※該当期に○をつけてください（該当がなければ必要ありません。）。

　１　普通徴収の納期限が過ぎていないものは、特別徴収への切替が可能です。普通徴収の納期限が過ぎたものは、本人が納めるように必ずお伝えください。

　２　普通徴収の納付方法が口座振替となっている方は、納期限の直前に提出されると切り替えることができません。

　３　65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得に係る市民税・県民税の税額は切り替えることができません。

　４　月割額について、特別徴収税額の決定・変更通知書の送付にて連絡しております。なお、事前に電話連絡等での月割額のお知らせはできかねます。

　５　切替申請書の到着が、１日～２０日頃までの場合はその月の末に、２１日頃～月末までの場合は翌月の末に特別徴収税額の変更通知書を送付します。

9 9 9 9 9 9

通知書番号

申請に当たっての注意事項

提出先
〒730－8586　広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市財政局税務部市民税課特別徴収係（本庁舎８階）

広島市中区〇〇町〇丁目〇番〇号

カブシキガイシャ〇〇

株式会社〇〇

9 9 9

月分（翌月10日納期限分）より特別徴収します。

受給者番号 1234 ※ 開始予定月の前月10日までが提出期限となります。
　記入前に、必ず「申請に当たっての注意事項」をご確認ください。
　通知書の送付時期（注意事項５）をご確認の上、余裕をもった開始月で
　提出してください。届出理由 　☑ 本人希望　□ 入社　□ その他（　　　　　　　　　  　　　　　　　）

第 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 期 、随時 1 ・ 2 月以降分を

生　年　月　日 平成２ 年 １１ 月 ３ 日給
与
所
得
者

納
税
義
務
者

フ　リ　ガ　ナ コクタイジ ハナコ

特別徴収
開始予定月

氏　　　　　名 国泰寺 花子

住　　　　　所 広島市〇区〇町〇丁目〇番〇号

給与所得者（納税義務者）の普通徴収「市民税・県民税　納税通知書」にある通知
書番号をご記入ください

氏名 〇〇 〇〇名　称
（氏名）

令和 　5　年 　8　月 　11　日提出 法人番号 082-000-0000

特 別 徴 収 義 務 者 指 定 番 号

1 2 3 4 5 6 7 8 9

普通徴収から特別徴収への切替申請書

給
与
支
払
者

特
別
徴
収
義
務
者

所在地
（住所） 担

当

者

所属 給与係

　（宛先）　広　　島　　市　　長

フリガナ

新規

10

受付印

切替申請書
提出日

開始
予定月

切替申請書
提出日

開始
予定月

毎月１０日まで 翌月以降 ８月１０日に広島市へ提出 「９月」以降を記載

毎月１１日以降 翌々月以降 ８月１１日に広島市へ提出 「１０月」以降を記載

開始予定月の記入例提出期限と開始予定月について

※広島市記入欄

宛名番号

切替入力（　可　・　不可　） 月 円
月以降 円

口座（　有　・　無　）

納付（　有　（　　　　期）・　無　）

処理不可
　　全納　　・　他社Ｔ　・　賦課無
　　宛名無　・　他市　　・　新年度のみ

「８」を記入してくだ

さい。

１月１日現在の正しい住所を記入してください。

また、正しい住所地の市町村に給与支払報告書を

提出してください。

切替えの開始を希望する期別に〇をし、特別徴収の開

始を希望する月分を記入してください。

開始予定月の前月 10日までが提出期限となります。

【例】普通徴収第２期以降分を 10月分（11月 10日納

期限分）から切替えを希望する場合

所　在　地

（住所）

名称（氏名）
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１
．

異
動

が
令

和
　

年
1
2
月

3
1
日

ま
で

で
、

一
括

徴
収

の
申

出
が

な
い

た
め

３
．

死
亡

に
よ

る
退

職
で

あ
る

た
め

給
 
与

 
支

 
払

 
報

 
告

特
 
 
 
別

 
 
 
徴

 
 
 
収

 
←

個
人

番
号

の
記

載
に

当
た

っ
て

は
左

端
を

空
欄

と
し

右
詰

め
で

記
載

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号 （
ア

）
（

イ
）

（
ウ

）

特
別

徴
収

継
続

一
括

徴
収

普
通

徴
収

２
．

令
和

　
年

５
月

3
1
日

ま
で

に
支

払
わ

れ
る

べ
き

給
与

又
は

退
職

手
当

等
の

額
が

未
徴

収
税

額
（

ウ
）

 
 
 
 
以

下
で

あ
る

た
め

義 務 者

特 別 徴 収

所
　

在
　

地
（

住
所

）

〒

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日
提

出
 

（
宛

先
）

広
 
島

 
市

 
長

 
 

１
月

１
日

現
在

の
住

所

特
別

徴
収

義
務

者
指

　
定

　
番

　
号

異
　

動
　

の
　

事
　

由

氏
　

名

必 ず 未 徴 収 税 額 を 一 括 徴 収 し て く だ さ い （ 死 亡 退 職 等 の 場 合 を 除 き ま す 。 ） 。

退 職 等 の 日 が 一 月 一 日 か ら 四 月 三 十 日 ま で の 間 の 方 に つ い て は 、 本 人 か ら の 申 出 が な い 場 合 で あ っ て も 、

宛
 
名

 
番

 
号

フ
リ

ガ
ナ

連 　 絡 　 先

担 　 当 　 者

１
．

２
．

３
．

４
．

５
．

６
．

７
．

８
．

所
 
属

名
称

（
氏

名
）

氏
 
名

電
 
話

内
線

（
　

　
 
　

　
）

給 与 支 払 者

月
分

か
ら

月
分

ま
で

月
分

か
ら

月
分

ま
で

異
動

後
の

未
徴

収
異

 
 
　

動
年

 
月

 
日

生
年

月
日

年
 
　

 
　

　
月

 
　

 
　

　
日

　
特

別
徴

収
税

額
（

年
税

額
）

徴
収

済
額

未
徴

収
税

額
（

ア
）

－
（

イ
）

税
額

の
徴

収
方

法

個
人

番
号

１
．

２
．

３
．

年 月 日

退
職

転
勤

休
職

・
長

欠

死
亡

支
払

少
額

・
不

定
期

乙
欄

該
当

合
併

・
解

散

住
所

誤
報

円
円

円
(

本
人

納
付

)

１
．

特
別

徴
収

継
続

の
場

合

新
し

い
勤

務
先

へ
は

、
月

割
額

　
　

　
　

　
　

円
を

　
 
 
　

　
月

分
（

翌
月

1
0
日

納
入

期
限

分
）

か
ら

徴
収

し
、

納
入

す
る

よ
う

連
絡

済
み

で
す

。

特 別 徴 収 義 務 者

新 し い 勤 務 先

特
別

徴
収

義
務

者
指

　
定

　
番

　
号

異
動

後
の

住
 
所 フ

リ
ガ

ナ

名
称

（
氏

名
）

給 　 与 　 所 　 得 　 者

フ
リ

ガ
ナ

受
給

者
番

号

所
　

在
　

地
（

住
所

）

〒
担 当 者 連 絡 先

所 　 属 氏 　 名

新
規

法
 
人

 
番

 
号

３
．

普
通

徴
収

の
場

合
※ 市 町 村 記 入 欄

理 　 由

月
日

円受
給

者
番

号

２
．

一
括

徴
収

の
場

合
★

左
記

の
一

括
徴

収
し

た
税

額
は

、

 
 
 
 
 
 
月

分
（

翌
月

1
0
日

納
入

期
限

分
）

で

納
入

し
ま

す
。

理 　 由

１
．

異
動

が
令

和
　

年
1
2
月

3
1
日

ま
で

で
、

一
括

徴
収

の
申

出
が

あ
っ

た
 
 
 
 
た

め

２
．

異
動

が
令

和
　

年
１

月
１

日
以

降
で

、
特

別
徴

収
の

継
続

の
申

出
が

 
 
 
 
な

い
た

め

徴
収

予
定

月
日

徴
収

予
定

額
（

上
記

（
ウ

）
と

同
額

）

電 　 話
内

線
（

　
　

 
　

　
）

に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書

右
か

ら

番
号

を

記
入

右
か

ら

番
号

を

記
入

右
か

ら

番
号

を

記
入

右
か

ら

番
号

を

記
入

（ ）

受
付

印
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記
 
入

 
要

 
領

 
 
１
 
給
与
支
払
報
告
に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書

 

 
 
 
こ
の
届
出
書
は
、
広
島
市
に
提
出
し
た
給
与
支
払
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
者
の
う
ち
特
別
徴
収
税
額
が
な
い
者
で
、
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
者
が
あ
る
場
合
に
４
月

1
5
日

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
２
 
特
別
徴
収
に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書

 

 
 
 
こ
の
届
出
書
は
、給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
、特
別
徴
収
税
額
の
あ
る
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
場
合
に
そ
の
受
け
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

1
0
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
４
月
２
日
か
ら
５
月

31
日
ま
で
の
間
に
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
者
の
市
民
税
・
県
民
税
を
そ
の
年
度
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
市
町
村
長
に
対
す
る
届
出
書
は
、

特
別
徴
収
税
額
の
通
知
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

1
0
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
３
 
「
給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）
」
欄
中
の
「
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
」
欄
に
は
、
給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）
の
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第

1
5
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
個
人
番
号
を
記
載

す
る
場
合
に
は
、
左
側
を
１
文
字
空
け
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
４
 
「
給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）」
欄
中
の
「
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
」
欄
に
は
、
届
出
書
を
提
出
す
る
広
島
市
か
ら
指
定
さ
れ
た
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
５
 
「
給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）
」
欄
中
の
「
宛
名
番
号
」
欄
に
は
、
こ
の
届
出
書
に
記
載
し
た
給
与
所
得
者
に
つ
い
て
、
そ
の
特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

 

 
６
 
「
給
与
所
得
者
」
欄
中
の
「
個
人
番
号
」
欄
に
は
、
給
与
所
得
者
の
個
人
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
７
 
「
給
与
所
得
者
」
欄
中
の
「
受
給
者
番
号
」
欄
に
は
、
こ
の
届
出
書
に
記
載
し
た
給
与
所
得
者
に
つ
い
て
、
そ
の
特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
受
給
者
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
８
 
「
異
動
後
の
住
所
」
欄
に
は
、
異
動
後
の
住
所
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
異
動
後
の
住
所
が
不
明
な
と
き
は
、
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
当
時
の
住
所
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
９
 
「
異
動
後
の
未
徴
収
税
額
の
徴
収
方
法
」
欄
は
、
次
の
要
領
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

(
1
) 
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
者
が
、
新
し
い
勤
務
先
に
お
い
て
特
別
徴
収
の
継
続
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
枠
内
に
「
１
」
と
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、「
１
．
特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
欄
に
必

要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
新
し
い
勤
務
先
へ
特
別
徴
収
の
月
割
額
と
開
始
月
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

 

(
2
) 
退
職
後
令
和
６
年
５
月

31
日
ま
で
に
支
払
わ
れ
る
給
与
又
は
退
職
手
当
等
か
ら
未
徴
収
税
額
を
一
括
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
枠
内
に
「
２
」
と
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も
に
「
２
．
一
括
徴
収
の
場
合
」
欄

に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。（
注

 
令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
４
月

3
0
日
ま
で
の
間
に
、
退
職
等
に
よ
り
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
本
人
か
ら
一
括
徴
収
の
申
出
が
な
く
と
も

必
ず
一
括
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）

 

(
3
) 

(
1)又
は

(2
)に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
枠
内
に
「
３
」
と
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、「
３
．
普
通
徴
収
の
場
合
」
欄
に
、
そ
の
理
由
を
同
欄
に
掲
げ
て
い
る
も
の
か
ら
選
び
、
該
当
す
る
番
号
を
枠
内

に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
注

 
同
欄
に
掲
げ
て
い
る
理
由
に
該
当
し
な
い
場
合
は
、
新
し
い
勤
務
先
に
お
い
て
特
別
徴
収
の
継
続
の
申
出
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
必
ず
一
括
徴
収
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）

 

 
10 
「
１
．
特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
欄
中
の
「
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
」
欄
に
は
、
広
島
市
か
ら
指
定
さ
れ
た
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ま
で
に
広
島
市
か
ら
指
定
さ
れ
た

こ
と
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、「
新
規
」
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 
11 
「
２
．
一
括
徴
収
の
場
合
」
欄
中
の
「
徴
収
予
定
月
日
」
欄
に
は
、
一
括
徴
収
の
対
象
と
な
る
給
与
又
は
退
職
手
当
等
の
支
給
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 
（
注
）

 
★
印
の
一
括
徴
収
し
た
税
額
の
納
入
月
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
12 
※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 
 問
合
せ
先
・
提
出
先

 
〒

730
－

8586
 
広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
一
丁
目

6
番

34
号

 
広
島
市
財
政
局
税
務
部
市
民
税
課
（
本
庁
舎
８
階
）

 
電
話
 
特
別
徴
収
係
（

082
）

504
－

2089
（
直
通
）
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１
．

異
動

が
令

和
　

年
1
2
月

3
1
日

ま
で

で
、

一
括

徴
収

の
申

出
が

な
い

た
め

３
．

死
亡

に
よ

る
退

職
で

あ
る

た
め

給
 
与

 
支

 
払

 
報

 
告

特
 
 
 
別

 
 
 
徴

 
 
 
収

 
←

個
人

番
号

の
記

載
に

当
た

っ
て

は
左

端
を

空
欄

と
し

右
詰

め
で

記
載

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号 （
ア

）
（

イ
）

（
ウ

）

特
別

徴
収

継
続

一
括

徴
収

普
通

徴
収

２
．

令
和

　
年

５
月

3
1
日

ま
で

に
支

払
わ

れ
る

べ
き

給
与

又
は

退
職

手
当

等
の

額
が

未
徴

収
税

額
（

ウ
）

 
 
 
 
以

下
で

あ
る

た
め

義 務 者

特 別 徴 収

所
　

在
　

地
（

住
所

）

〒

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日
提

出
 

（
宛

先
）

広
 
島

 
市

 
長

 
 

１
月

１
日

現
在

の
住

所

特
別

徴
収

義
務

者
指

　
定

　
番

　
号

異
　

動
　

の
　

事
　

由

氏
　

名

必 ず 未 徴 収 税 額 を 一 括 徴 収 し て く だ さ い （ 死 亡 退 職 等 の 場 合 を 除 き ま す 。 ） 。

退 職 等 の 日 が 一 月 一 日 か ら 四 月 三 十 日 ま で の 間 の 方 に つ い て は 、 本 人 か ら の 申 出 が な い 場 合 で あ っ て も 、

宛
 
名

 
番

 
号

フ
リ

ガ
ナ

連 　 絡 　 先

担 　 当 　 者

１
．

２
．

３
．

４
．

５
．

６
．

７
．

８
．

所
 
属

名
称

（
氏

名
）

氏
 
名

電
 
話

内
線

（
　

　
 
　

　
）

給 与 支 払 者

月
分

か
ら

月
分

ま
で

月
分

か
ら

月
分

ま
で

異
動

後
の

未
徴

収
異

 
 
　

動
年

 
月

 
日

生
年

月
日

年
 
　

 
　

　
月

 
　

 
　

　
日

　
特

別
徴

収
税

額
（

年
税

額
）

徴
収

済
額

未
徴

収
税

額
（

ア
）

－
（

イ
）

税
額

の
徴

収
方

法

個
人

番
号

１
．

２
．

３
．

年 月 日

退
職

転
勤

休
職

・
長

欠

死
亡

支
払

少
額

・
不

定
期

乙
欄

該
当

合
併

・
解

散

住
所

誤
報

円
円

円
(

本
人

納
付

)

１
．

特
別

徴
収

継
続

の
場

合

新
し

い
勤

務
先

へ
は

、
月

割
額

　
　

　
　

　
　

円
を

　
 
 
　

　
月

分
（

翌
月

1
0
日

納
入

期
限

分
）

か
ら

徴
収

し
、

納
入

す
る

よ
う

連
絡

済
み

で
す

。

特 別 徴 収 義 務 者

新 し い 勤 務 先

特
別

徴
収

義
務

者
指

　
定

　
番

　
号

異
動

後
の

住
 
所 フ

リ
ガ

ナ

名
称

（
氏

名
）

給 　 与 　 所 　 得 　 者

フ
リ

ガ
ナ

受
給

者
番

号

所
　

在
　

地
（

住
所

）

〒
担 当 者 連 絡 先

所 　 属 氏 　 名

新
規

法
 
人

 
番

 
号

３
．

普
通

徴
収

の
場

合
※ 市 町 村 記 入 欄

理 　 由

月
日

円受
給

者
番

号

２
．

一
括

徴
収

の
場

合
★

左
記

の
一

括
徴

収
し

た
税

額
は

、

 
 
 
 
 
 
月

分
（

翌
月

1
0
日

納
入

期
限

分
）

で

納
入

し
ま

す
。

理 　 由

１
．

異
動

が
令

和
　

年
1
2
月

3
1
日

ま
で

で
、

一
括

徴
収

の
申

出
が

あ
っ

た
 
 
 
 
た

め

２
．

異
動

が
令

和
　

年
１

月
１

日
以

降
で

、
特

別
徴

収
の

継
続

の
申

出
が

 
 
 
 
な

い
た

め

徴
収

予
定

月
日

徴
収

予
定

額
（

上
記

（
ウ

）
と

同
額

）

電 　 話
内

線
（

　
　

 
　

　
）

に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書

右
か

ら

番
号

を

記
入

右
か

ら

番
号

を

記
入

右
か

ら

番
号

を

記
入

右
か

ら

番
号

を

記
入

（ ）

受
付

印
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記
 
入

 
要

 
領

 
 
１
 
給
与
支
払
報
告
に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書

 

 
 
 
こ
の
届
出
書
は
、
広
島
市
に
提
出
し
た
給
与
支
払
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
者
の
う
ち
特
別
徴
収
税
額
が
な
い
者
で
、
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
者
が
あ
る
場
合
に
４
月

1
5
日

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
２
 
特
別
徴
収
に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書

 

 
 
 
こ
の
届
出
書
は
、給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
、特
別
徴
収
税
額
の
あ
る
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
場
合
に
そ
の
受
け
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

1
0
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
４
月
２
日
か
ら
５
月

31
日
ま
で
の
間
に
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
者
の
市
民
税
・
県
民
税
を
そ
の
年
度
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
市
町
村
長
に
対
す
る
届
出
書
は
、

特
別
徴
収
税
額
の
通
知
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

1
0
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
３
 
「
給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）
」
欄
中
の
「
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
」
欄
に
は
、
給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）
の
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第

1
5
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
個
人
番
号
を
記
載

す
る
場
合
に
は
、
左
側
を
１
文
字
空
け
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
４
 
「
給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）」
欄
中
の
「
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
」
欄
に
は
、
届
出
書
を
提
出
す
る
広
島
市
か
ら
指
定
さ
れ
た
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
５
 
「
給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）
」
欄
中
の
「
宛
名
番
号
」
欄
に
は
、
こ
の
届
出
書
に
記
載
し
た
給
与
所
得
者
に
つ
い
て
、
そ
の
特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

 

 
６
 
「
給
与
所
得
者
」
欄
中
の
「
個
人
番
号
」
欄
に
は
、
給
与
所
得
者
の
個
人
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
７
 
「
給
与
所
得
者
」
欄
中
の
「
受
給
者
番
号
」
欄
に
は
、
こ
の
届
出
書
に
記
載
し
た
給
与
所
得
者
に
つ
い
て
、
そ
の
特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
受
給
者
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
８
 
「
異
動
後
の
住
所
」
欄
に
は
、
異
動
後
の
住
所
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
異
動
後
の
住
所
が
不
明
な
と
き
は
、
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
当
時
の
住
所
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
９
 
「
異
動
後
の
未
徴
収
税
額
の
徴
収
方
法
」
欄
は
、
次
の
要
領
に
よ
り
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

(
1
) 
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
者
が
、
新
し
い
勤
務
先
に
お
い
て
特
別
徴
収
の
継
続
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
枠
内
に
「
１
」
と
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、「
１
．
特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
欄
に
必

要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
新
し
い
勤
務
先
へ
特
別
徴
収
の
月
割
額
と
開
始
月
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

 

(
2
) 
退
職
後
令
和
６
年
５
月

31
日
ま
で
に
支
払
わ
れ
る
給
与
又
は
退
職
手
当
等
か
ら
未
徴
収
税
額
を
一
括
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
枠
内
に
「
２
」
と
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も
に
「
２
．
一
括
徴
収
の
場
合
」
欄

に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。（
注

 
令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
４
月

3
0
日
ま
で
の
間
に
、
退
職
等
に
よ
り
給
与
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
本
人
か
ら
一
括
徴
収
の
申
出
が
な
く
と
も

必
ず
一
括
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）

 

(
3
) 

(
1)又
は

(2
)に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
枠
内
に
「
３
」
と
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、「
３
．
普
通
徴
収
の
場
合
」
欄
に
、
そ
の
理
由
を
同
欄
に
掲
げ
て
い
る
も
の
か
ら
選
び
、
該
当
す
る
番
号
を
枠
内

に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
注

 
同
欄
に
掲
げ
て
い
る
理
由
に
該
当
し
な
い
場
合
は
、
新
し
い
勤
務
先
に
お
い
て
特
別
徴
収
の
継
続
の
申
出
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
必
ず
一
括
徴
収
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）

 

 
10 
「
１
．
特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
欄
中
の
「
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
」
欄
に
は
、
広
島
市
か
ら
指
定
さ
れ
た
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ま
で
に
広
島
市
か
ら
指
定
さ
れ
た

こ
と
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、「
新
規
」
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 
11 
「
２
．
一
括
徴
収
の
場
合
」
欄
中
の
「
徴
収
予
定
月
日
」
欄
に
は
、
一
括
徴
収
の
対
象
と
な
る
給
与
又
は
退
職
手
当
等
の
支
給
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 
（
注
）

 
★
印
の
一
括
徴
収
し
た
税
額
の
納
入
月
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
12 
※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 
 問
合
せ
先
・
提
出
先

 
〒

730
－

8586
 
広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
一
丁
目

6
番

34
号

 
広
島
市
財
政
局
税
務
部
市
民
税
課
（
本
庁
舎
８
階
）

 
電
話
 
特
別
徴
収
係
（

082
）

504
－

2089
（
直
通
）
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 (
1
）
 名

称
変
更

（
２
）
所
在
地
変
更

  
　
　

□
　

社
名

変
更

□
　

事
務

所
等

の
移

転

□
　

法
人

成
り

□
　

送
付

先
変

更
 

□
　

合
併

に
よ

る
変

更
□

　
そ

の
他

 
※

合
併

の
場

合
、

登
記

上
の

扱
い

に
つ

い
て

　
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
３
）
 そ

の
他

□
　

旧
社

名
の

法
人

は
登

記
上

存
続

し
、

　
□

　
特

別
徴

収
事

務
の

一
本

化

　
社

名
変

更
□

　
個

人
事

業
主

の
変

更

□
　

旧
社

名
の

法
人

は
登

記
上

解
散

し
、

□
　

そ
の

他

　
合

併
さ

れ
た

〒
〒

　

－
－

※
名

称
、
所

在
地

に
は

、
誤

読
を
避

け
る
た
め
に
必

ず
フ
リ
ガ
ナ
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

フ
リ

ガ
ナ

所
在

地
（

住
所

）

法
人

番
号

電
話

番
号

（
　
　
　
　
　
　
　
）

　
（
　
　
　
　
　
　
）

事
項

変
　
　
　
　
　
更

　
　
　
　
　
前

変
　
　
　
　
　
更

　
　
　
　
　
後

フ
リ

ガ
ナ

名
称

（
氏

名
）

※
記

入
に
当

た
っ
て
は

、
裏

面
の

記
入

要
領

を
御

覧
く
だ
さ
い
。

該 当 す る 項 目 に ☑ し て く だ さ い

変
　
更

　
年

　
月

　
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

　
　

　
日

備
　
　
　
　
　
　
　
　
考

２
　
変
更
事
項
　
（
変
更
さ
れ
た
事
項
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

電
話

１
　
変
　
更
　
理
　
由
　
等

令
和

  
  
 年

 　
　

月
 　

　
日

提
出

法
人

番
号

特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号

（
宛

先
）
広

　
　

島
　

　
市

　
　

長
所

在
地

（
住

所
）

氏
名

※
合

併
等

に
よ
り
特

別
徴

収
義

務
者

が
変

更
と
な
る
場

合
、
納

税
義

務
者

全
員

分
の

「
異

動
届

出
書

」
(転

勤
・
退

職
等

)に
つ
い
て
も
必

ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
（
1
3
ペ
ー
ジ
参

照
）

特
別

徴
収

義
務

者
の

名
称

・
所

在
地

等
変

更
届

出
書

特 別 徴 収 義 務 者

名
　
称

（
氏

名
）

担 当 者

所
属

受
付
印

－ 25 －



記
 
入
 
要
 
領

 
 1
こ
の
届
出
書
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
の
名
称
・
所
在
地
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
速
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
（
た
だ
し
、
代
表
者
の
み
の
変
更
の
場
合
は
、
届
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
（
個
人
事
業
主
を
除
き
ま
す
。
）
。）

 
2
「
特
別
徴
収
義
務
者
」
欄
に
は
、
変
更
前
の
名
称
・
所
在
地
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
3
「
法
人
番
号
」
欄
に
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
の
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第

2
条
第

15
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
い
ま
す
。
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
特
別
徴
収
義
務
者
が
個
人
の
場
合
に
は
、
個
人
番
号
の
記
入
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

 
4
「
担
当
者
」
欄
に
は
、
こ
の
届
出
書
に
つ
い
て
応
答
さ
れ
る
方
の
連
絡
先
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
5
「
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
」
欄
に
は
、
こ
の
届
出
書
を
提
出
さ
れ
る
時
点
で
使
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

 
6
「
変
更
理
由
等
」
欄
に
は
、
該
当
す
る
変
更
理
由
の
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
（「
□
そ
の
他
」
は
（
 
 
）
内
に
そ
の
理
由
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。）。

 
7
「
変
更
年
月
日
」
欄
に
は
、
名
称
・
所
在
地
等
の
変
更
が
あ
っ
た
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 納

 
入
 
書
 
に
 
つ
 
い
 
て

 
 納
入
書
に
つ
い
て
は
、
指
定
番
号
に
変
更
の
な
い
場
合
は
、
変
更
前
の
住
所
（
所
在
地
）
及
び
氏
名
（
名
称
）
の
納
入
書
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  

      
問
合
せ
先
・
提
出
先

 
〒

730
－

8586
 
広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
一
丁
目

6
番

34
号

 
広
島
市
財
政
局
税
務
部
市
民
税
課
（
本
庁
舎
８
階
）

 
電
話
 
特
別
徴
収
係
（

082
）

504
－

2089
（
直
通
）
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電
話

新
規

の
場

合
は

○
を

つ
け

て
く
だ

さ
い

→

左
の

者
に

つ
い

て
、

　
１

　
普

通
徴

収
の

納
期

限
が

過
ぎ

て
い

な
い

も
の

は
、

特
別

徴
収

へ
の

切
替

が
可

能
で

す
。

普
通

徴
収

の
納

期
限

が
過

ぎ
た

も
の

は
、

本
人

が
納

め
る

よ
う

に
必

ず
お

伝
え

く
だ

さ
い

。

　
２

　
普

通
徴

収
の

納
付

方
法

が
口

座
振

替
と

な
っ

て
い

る
方

は
、

納
期

限
の

直
前

に
提

出
さ

れ
る

と
切

り
替

え
る

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

。

　
３

　
6
5
歳

以
上

の
方

の
公

的
年

金
等

に
係

る
雑

所
得

に
係

る
市

民
税

・
県

民
税

の
税

額
は

切
り

替
え

る
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。

　
４

　
月

割
額

に
つ

い
て

、
特

別
徴

収
税

額
の

決
定

・
変

更
通

知
書

の
送

付
に

て
連

絡
し

て
お

り
ま

す
。

な
お

、
事

前
に

電
話

連
絡

等
で

の
月

割
額

の
お

知
ら

せ
は

で
き

か
ね

ま
す

。

　
５

　
切

替
申

請
書

の
到

着
が

、
１

日
～

２
０

日
頃

ま
で

の
場

合
は

そ
の

月
の

末
に

、
２

１
日

頃
～

月
末

ま
で

の
場

合
は

翌
月

の
末

に
特

別
徴

収
税

額
の

変
更

通
知

書
を

送
付

し
ま

す
。

　
□

 本
人

希
望

　
□

 入
社

　
□

 そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
　

　
　

　
　

　
　

）

通
知

書
番

号

月
以

降
分

を
氏

　
　

　
　

　
名

生
　

年
　

月
　

日

住
　

　
　

　
　

所
特

別
徴

収
開

始
予

定
月

※
　

開
始

予
定

月
の

前
月

1
0
日

ま
で

が
提

出
期

限
と

な
り

ま
す

。
　
記
入
前
に
、
必
ず
「
申
請
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
通
知
書
の
送
付
時
期
（
注
意
事
項
５
）
を
ご
確
認
の
上
、
余
裕
を
も
っ
た
開
始
月
で

　
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

第
 

 1
  

・
  

2
  

・
  

3
  

・
  

4

給 与 所 得 者 納 税 義 務 者

提
出

先
〒

7
3
0
－

8
5
8
6
　

広
島

市
中

区
国

泰
寺

町
一

丁
目

6
番

3
4
号

広
島

市
財

政
局

税
務

部
市

民
税

課
特

別
徴

収
係

（
本

庁
舎

８
階

）

申
請

に
当

た
っ

て
の

注
意

事
項

月
分

（
翌

月
1
0
日

納
期

限
分

）
よ

り
特

別
徴

収
し

ま
す

。

 期
  

、
随

時
1
  

・
  

2

受
給

者
番

号

届
出

理
由

フ
　

リ
　

ガ
　

ナ

特
別

徴
収

義
務

者
指

定
番

号

普
通

徴
収

か
ら

特
別

徴
収

へ
の

切
替

申
請

書

令
和

 　
　

年
 　

　
月

 　
　

日
提

出
法

人
番

号

名
　

称
（
氏

名
）

給 与 支 払 者

特 別 徴 収 義 務 者

所
在

地
（
住

所
）

担 当 者

所
属

　
（
宛

先
）
　

広
　

島
　

市
　

長
フ

リ
ガ

ナ

給
与

所
得

者
（
納

税
義

務
者

）
の

普
通

徴
収

「
市

民
税

・
県

民
税

　
納

税
通

知
書

」
に

あ
る

通
知

書
番

号
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

　

  
  
  
  
  
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

　
　

　
　

日
※

普
通

徴
収

の
納

期
限

が
過

ぎ
て

い
な

い
該

当
期

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

（
該

当
が

な
け

れ
ば

必
要

な
し

）
。

氏
名

新
規

受
付

印

切
替

申
請

書
提

出
日

開
始

予
定

月
切

替
申

請
書

提
出

日
開

始
予

定
月

毎
月

１
０

日
ま

で
翌

月
以

降
８

月
１

０
日

に
広

島
市

へ
提

出
「
９

月
」
以

降
を

記
載

毎
月

１
１

日
以

降
翌

々
月

以
降

８
月

１
１

日
に

広
島

市
へ

提
出

「
１

０
月

」
以

降
を

記
載

開
始

予
定

月
の

記
入

例
提

出
期

限
と

開
始

予
定

月
に

つ
い

て

※
広

島
市

記
入

欄

宛
名

番
号

切
替

入
力

（
　

可
　

・
　

不
可

　
）

月
円

月
以

降
円

処
理
不
可

　
　
全
納
　
　
・
　
他
社
Ｔ
　
・
　
賦
課
無

　
　
宛
名
無
　
・
　
他
市
　
　
・
　
新
年
度
の
み

口
座

（
　

有
　

・
　

無
　

）
納

付
（
　

有
　

（
　

　
　

　
期

）
・
　

無
　

）
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特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 
指定番号 
         

 

 

（宛先）広島市長 
令和  年  月  日提出 

（
特
別
徴
収
義
務
者
） 

申

請

者 

所 在 地 
（住所） 

 

名 称 
（氏名） 

 

法人番号              

担当者名 
 
 

電話 
 
 

 
地方税法第 321条の 5の 2及び第 328条の 5の規定による 

特別徴収税額の納期の特例についての承認を申請します。 
 

承認を受けようとする税額 令和  年  月 以降に徴収する給与・退職 
手当等に係る特別徴収税額 

 
最近６か月間における 
月別の給与の支払を受 
ける人の数及び当該給 
与の金額の明細  

 
臨時雇用者がある 
場合には、区別し 
て該当欄へ記入し 
てください。  

月区分 支給人員・支給額 
(臨時雇用者を除く｡) 

臨 時 雇 用 者 の 
支給人員・支給額 

年 月 
・ 

人 
 

円 
 

人 
 

円 
 

・     

・     

・     

・     

・     

現に、市税の滞納がある

場合や、最近著しい納入

遅延の事実がある場合

で、それがやむを得ない

理由のときは、その理由 

理由 

申請の日以前１年以内に

納期特例について承認を

取り消されたことの有無 
有の場合は、その年月日 

有（    年  月  日） ・ 無 

 

※広島市記入欄 

 

受付印 
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申請についての注意事項 
 
１ この申請書は、地方税法第 321 条の５の２及び第 328 条の５に規定する特別徴収

税額の納期の特例についての承認を受けようとする場合に使用します。 

２ 納期の特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、その者から給与の支

払を受けている人の数が常時 10人未満である場合に限ります。 

（注）「常時 10人未満」には、市民税･県民税が非課税の人や、広島市外に居住して

いる人も含みます。また、多忙な時期等に臨時に雇い入れた人があるような場

合は、その人数を除きます。 

３ 納期の特例について承認を受けた場合には、毎月徴収した月割額を次のとおり年 2 回

に分けて納入することになります。また、承認を受けた特別徴収義務者については、承

認の取消の通知がない限り、その後も引き続いて納期の特例が適用されます。 

６月から 11月までの徴収分    12月 10日までに納入 

12 月から翌年５月までの徴収分  翌年６月 10日までに納入 

ただし、申請日の属する月より前の月は、納期の特例の適用対象とはなりません。 

（例）８月４日に申請される場合、特例の適用対象となる月は８月分以降となりま

す。したがって、申請書の「承認を受けようとする税額」欄には８月以降の月を

記入してください。８月と記入した場合は次のとおりになります。 

６・７月の徴収分        各月の翌月 10日までにそれぞれ納入 

８月から 11月までの徴収分    12月 10日までに納入 

12 月から翌年５月までの徴収分  翌年６月 10日までに納入 

４ この特例の承認を受けた特別徴収義務者は、その者から給与の支払を受ける人が

常時 10 人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。 

５ 現に、市税の滞納がある場合や、最近における著しい納付・納入の遅延があるよ

うな特別徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。 

また、承認後において、滞納や、納付・納入の遅延が生じた場合、承認を取り消

されることがあります。 

６ 「申請者（特別徴収義務者）」欄中の「法人番号」欄には、特別徴収義務者の法人

番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

２条第 15 項に規定する法人番号をいいます。）を記入してください。なお、特別徴

収義務者が個人の場合には、個人番号の記入は必要ありません。 

 

 
問合せ先・提出先 

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34 号 
広島市財政局税務部市民税課（本庁舎８階） 
電話 特別徴収係（082）504-2089（直通） 
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令和  年  月  日 

ゆうちょ銀行       店長 

        郵 便 局 長 

広 島 市 長 

（公印省略） 

 

指 定 通 知 書 

 貴局（店）を地方税法第３２１条の５第４項（同法第３２８条の５第３項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づいて、当市の市民税（特別徴収税額）取扱

店に指定したので通知します。 

 

１ 認可又は承認番号   郵一業第１４９号 

 

２ 口 座 番 号   01300－2－960001番 

 

３ 加 入 者 の 名 称   広島市会計管理者 

 

４ 取 り ま と め 店   ゆうちょ銀行 広島貯金事務センター 

特
別
徴
収
義
務
者
が
市
民
税
・
県
民
税
を
中
国
５
県
外
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
又
は
郵
便
局
か
ら
納
入
さ
れ
る
場
合
は
、
右
の
指
定
通
知
書
に
利
用
さ
れ
る
店
舗
名
を
ご
記
入
の
う
え
、
最
初
に
納
入
さ
れ
る
際
に
当
該
店
舗
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

様 

き 

り 

と 

り 
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➊ 個人番号及び法人番号の記載について 

  「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義

務者用）」（以下「税額通知書」といいます。）については、平成３０年度から、ｅＬＴ

ＡＸ又は光ディスク等により税額通知書を送付する場合を除き、納税義務者の個人番号

及び特別徴収義務者の個人番号又は法人番号は記載しないこととなっています。 
  このため、書面による税額通知書については、納税義務者の「個人番号」及び特別徴

収義務者の「個人番号又は法人番号」の欄は未記載（空白）としています。 

 

➋ 個人番号の安全管理措置について 

  ｅＬＴＡＸ又は光ディスク等により税額通知書を送付している場合は、納税義務者や

特別徴収義務者（個人事業者の方）の個人番号が記載（記録）されています。 
このため、当該税額通知書については、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律が定めるところによる安全管理措置を適切に行っていただ

く必要があります。 
なお、安全管理措置につきましては、国の個人情報保護委員会が具体的な指針（特定

個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン）を定めていますので、ご参照ください。 
（個人情報保護委員会ホームページ （https://www.ppc.go.jp/）＞ マイナンバー＞ 特
定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン） 

 

➌ 個人番号の利用目的について 

  税額通知書がｅＬＴＡＸ又は光ディスク等により送付されている特別徴収義務者は、

次の事項に留意して個人番号を適切にお取り扱いください。 
 ⑴ 個人情報取扱事業者（特別徴収義務者）は、個人情報保護法（個人情報の保護に関

する法律）に定めるところにより、特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情

報）を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、かつ、それを本人

に通知又は公表する必要があります。 
また、当該特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱

うことはできません。 
 ⑵ 特別徴収義務者において、個人番号の利用目的を、個人番号関係事務（「給与支払

報告書作成事務」、「源泉徴収票作成事務」など）の範囲で特定し、本人に通知又は公

表している場合は、税額通知書により通知された従業員等の個人番号を、特定した個

人番号関係事務の範囲内で利用することができます。 
   なお、個人番号の利用目的を特定して本人に通知又は公表するに当たり、個人番号

の取得経路を「本人から」に限定している場合（例えば、「本人から取得した個人番号

は個人番号関係事務（源泉徴収票作成事務等）に利用する」としている場合など）は、

別途、『税額通知書から取得した個人番号も個人番号関係事務（源泉徴収票作成事務等）

に利用する』ことについて、あらためて本人に通知又は公表する必要があり、その後

に、税額通知書により通知された個人番号を当該個人番号関係事務で利用することが

できます。 

個 人 番 号 及 び 法 人 番 号 に つ い て 
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この印刷物は、印刷用の紙へ

リサイクルできます。

リサイクル適性 A
郵便番号７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広 島 市 役 所
税務部市民税課（本庁舎８階）

電話 特別徴収係（０８２）５０４－２０８９（直通）


